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一，‐‐‐‐‐‐‐トー

、

大
学
運
営
協
議
会
の
任
務
は
、
こ
の
よ
う
な
大
学
の
協
力
を
前
提
と
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

尊
重
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

！

●
冒

会
的
責
任
を
果
た
す
途
で
あ
り
、
●
一
弐
た
、
大
学
の
白
戸
治
を
真
に
活
か
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
に
基
づ

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
連
絡
。
協
議
等
に
よ
っ
て
、
常
に
相
互
の
協
力
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
○

き
、
国
立
大
学
協
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
左
連
絡
と
協
力
を

す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
が
共
同
連
帯
の
意
識
を
も
っ
て
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
も
、
大
学
の
社

わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
が
内
外
の
複
雑
困
難
な
条
件
の
も
と
で
多
様
な
問
題
に
当
面
し

●
▽
二

い
て
有
効
適
切
を
方
策
を
講
ず
ろ
た
め
の
組
織
と
し
て
、
こ
こ
に
大
学
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る
。

●

て
い
る
．
と
．
一
一
王
（
［
一
、
大
学
の
管
理
運
営
を
さ
ら
に
適
切
な
ら
し
め
、
大
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を
．
ｒ
一
一
．
り
》
よ
く
達
成

（
協
議
会
）

大
学
運
営
協
議
会
は
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
の
自
主
的
な
協
力
を
基
礎
と
し
、
各
大
学
の
自
治
を
充
分
に

■
■

大
学
運
営
協
議
会
の
活
動
を
円
滑
有
効
に
す
る
た
め
に
は
、
各
大
学
が
あ
ら
ゆ
る
適
当
な
方
法
、
と
く
に

国
立
大
学
の
管
理
運
営
は
、
本
来
、
大
学
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
各
大
学
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
行
左

大
学
運
営
協

議

会

規
程

層
促
進
し
、
大
学
の
管
理
運
営
に
つ

Ｐ４卜
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エ
ト
・
眼 tｉ

０

第
一
条
国
立
大
学
協
会
会
則
第
十
一
一
一
条
の
一
一
に
規
定
す
る
大
学
運
営
協
議
会
〈
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）

第
二
条
協
議
会
は
、
左
の
事
項
を
任
務
と
す
る
。

第
一
一
一
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
、
左
の
事
項
を
行
た
う
。

５
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
に
関
し
て
、
ひ
ろ
く
各
方
面
の
意
見
を
き

２
前
項
の
資
料
及
び
方
策
は
、
国
立
大
学
が
自
主
的
に
管
理
運
営
の
改
善
を
行
左
う
た
め
の
参
考
に
供
す

〈
任
務
）

〈
管
理
運
営
の
改
善
）

の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

■

き
又
は
各
方
面
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
方
策
を
研
究
す
る
こ
と
。

一
一
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
大
学
の
自
主

る
。 的
左
解
決
に
助
力
す
る
こ
と
。

大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
内
外
の
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
。

国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
。

２

－
‐
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
１
１
１
０
■
■
■
■
■
■
１
日
－
口
□
｜
、
。
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第
五
条
協
議
会
が
前
条
の
助
力
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
前
文
の
精
神
に
し
た
が
い
、
当
該
大
学
の
自

第
六
条
第
四
条
の
助
力
は
、
当
該
大
学
の
正
規
の
手
続
を
経
た
学
長
の
申
出
に
基
づ
い
て
行
な
う
。

２
前
項
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
協
議
会
は
、
前
文
及
び
前
条
の
精
神
に
基
づ
き
、
事
態
を
慎
重
に
考
慮
し

５
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
助
力
の
経
過
を
国
立
大
学
協
会
の
総
会
に
報
告
し
、
そ

第
四
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ

２
協
議
会
は
、
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
者
か
ら
事
情
を
き
き
又
は
報
告

（
助
力
の
開
始
）

〈
助
力
の
趣
旨
）

〈
問
題
解
決
の
助
力
）

な
ら
な
い
。

主
性
を
充
分
に
尊
重
す
る
こ
と
を
要
し
、
い
や
し
く
も
そ
の
自
治
を
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
を
譜
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
に
助
力
す
る
。

の
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
○

の
大
学
に
よ
る
自
主
的
な
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
と
み
と
め
ら
れ
る
助
言
そ
の
他
の
方

５

、

ノ
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第
八
条

２５

第
七
条

４〈
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
）

〈
協
議
会
の
委
員
〕

た
上
、
と
く
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条
の
助
力
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
立
大
学
協
会
の
会
長
た
る
委
員
は
、
協
議
会
の
委
員
長
と
友
る
○

第

あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
ま
い
。

第

同

委
員
が
任
期
中
に
当
該
大
学
の
学
長
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
後
任
の
学
長
が
委
員
と
な
る
。

任
期
は
、

常
置
の
特
別
委
員
会
の
委
員
長

各
地
区
の
国
立
大
学
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
た
大
学
の
学
長

国
立
大
学
協
会
の
会
長
及
び
副
会
長

協
議
会
は
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

協
議
会
は
、
左
の
委
員
で
構
成
す
る
。

項
第

項
第の
大
学
の
学
長
は
、
引
き
続
い
て
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
で

号
に
規
定
す
る
委
員
に
つ
い
て
は
、
左
の
例
に
よ
る
。

号
の
地
区
別
及
び
各
地
区
の
定
員
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
姿
’
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

；



￣￣弓--

,1

第
十
一
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
左
事
項
は
、
協
議
会
の
定
‐
ぬ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
条
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
任
務
に
関
し
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
は
、
職
務
を
行
な
う
５

第
九
条
協
議
会
は
、
特
定
の
事
項
を
処
理
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
へ
小
姿
員
会
を
設
け
る
こ
と
が

２
臨
時
委
員
は
、
国
立
大
学
の
学
長
又
は
教
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。
臨
時
委
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る

５
専
門
委
員
は
、
国
立
大
学
の
教
職
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。

附
則

〈
施
行
期
日
）

〈
実
施
に
関
す
る
細
則
）

〈
姿
員
の
職
務
の
辞
退
）

（
小
委
員
会
）

こ
の
規
程
は
、
昭
和
一
一
一
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
，
施
行
す
る
。

委
員
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

こ
と
を
辞
退
し
た
け
れ
ば
左
ら
な
い
○

で
き
る
。
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別

表

Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
－
１
二
■
■
Ⅱ
！
■
９
６
．
０
Ⅱ
‐
９
６
‐
０
－
１
０
‐
↑
’
１
ｊ
ｄ
０
ｒ
Ｉ
１
ｌ
Ｐ
－
Ｉ
８
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｄ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
▽
。
‐
－
．
１
．
０
０
－
１
０
－
－
１
１
‐
－
－
１
‐
！
Ⅱ
４
１
１
１
■
■
■
Ｐ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｑ
Ｉ
１
Ⅱ
勺
刈
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
ｄ
ｑ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
，
０
■
■
ｌ
■
■
■
、
■
■
■
■
・
６
１
０
０
１
１
１
‐
・
Ｐ
ｊ
■
’
七
Ｆ
わ
Ⅱ
巾
ｌ
■
■
可
■
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
■
■
Ⅱ
‐
１
１
０
１
１
月
刑
１
日
０
０
０
０
１
，
０
０
１
１
１
曲
Ⅱ
■
‐
１
－
１
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅲ
０
勺
０
０
叩
咀
旧
■
ワ
・
一
刑
。
。
Ⅲ
皿
‐
Ⅱ
．
Ⅱ
。
刈
叩
砂

６

／

近
畿

中
部

甲関

信

越東

東北

海

北道

地
区
別

滋
賀
大
学
、
京
都
学
芸
大
学
、
京
都
大
学
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
、
大
阪
大
学
、

大
阪
学
芸
大
学
、
大
阪
外
国
語
大
学
、
神
戸
大
学
、
神
戸
商
船
大
学
、
奈
良
学

芸
大
学
、
奈
良
女
子
大
学
、
和
歌
山
大
学

富
山
大
学
、
金
沢
大
学
、
福
井
大
学
、
岐
阜
大
学
、
静
岡
大
学

愛
知
学
芸
大
学
、
名
古
屋
工
業
大
学
、
三
重
大
学

、

名
古
屋
大
学

、

茨
城
大
学
、
宇
都
宮
大
学
、
群
馬
大
学
、
埼
玉
大
学
、
千
葉
大
学
、
東
京

机
国
語
大
学
、
東
京
学
芸
大
学
、
東
京
大
学
、
東
京
農
工
大
学
、
東
京
芸
術

大
学
、
東
京
教
育
大
学
、
東
京
工
業
大
学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
電
気
通

信
大
学
、
一
橋
大
学
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
、
東
京
水
産
大
学
、
東
京
商
船
大

学
、
横
浜
国
立
大
学
、
新
潟
大
学
、
山
梨
大
学
、
信
州
大
学

北
海
道
大
学
、
北
海
道
学
芸
大
学
、
室
蘭
工
業
大
学
、
小
樽
商
科
大
学
、

帯
広
畜
産
大
学
？
弘
前
大
学
、
岩
手
大
学
、
東
北
大
学
、
秋
田
大
学
、

山
形
大
学
、
福
島
大
学

所
属
国
立
大
学
名

｜定
員



○
了
解
事
項

動
を
行
た
う
趣
旨
で
は
な
い
○

大
学
運
営
協
議
会
規
程
第
四
条
第

項
の
「
助
言
そ
の
他
の
方
法
」
は
、
助
言
を
超
え
る
強
力
を
活

－７－

九
州

四中

国国



第第．第

構
内
に
履
く
。

第
二
章
会

員

第
五
条
本
会
は
、
国
立
大
学
を
会
員
と
し
て
組

第
四
条

第
一
章
総
・
則

条
本
会
は
、
国
立
大
学
協
会
と
称
す
る
・

条
本
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
な
連

究 条

の
協
力
援
助
に
関
す
る
事
項

絡
と
協
力
に
よ
り
、
そ
の
振
興
に
寄
与
す

国
立
大
学
の
振
興
に
つ
き
必
要
な
調
査
研

教
授
及
び
研
究
上
に
お
け
る
大
学
相
互

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

に
、
次
の
事
業
を
行
た
う
○

国

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め

本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
東
京
大
学

立

大
学
協
会
会
則

第
六
条

第
七
条

第
八
条 四２ ￣

一
Ｊ
→
台
。

よ
り
定
め
る
。

故
か
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
ロ

に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

職
す
る
。

第
三
章
役

自
負

本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

会
長
、

一
人

副
会
長

二
人

理
事
二
十
一
人
〈
鵡
服
、
副
会
長
を
）

監
事

二
人

理
事
お
よ
び
監
事
は
、
総
会
で
会
員
の

互
選
に
よ
り
定
め
る
。

会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
に

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
本
会
を
代
表

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
べ
会
長
に
事

理
事
は
、
理
事
会
を
組
激
し
、
本
会
運
営

役
員
の
職
務
は
、
次
の
よ
う
に
疋
め
る
◎

８－
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１
Ⅱ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
１
Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
‐
Ⅱ
０ ５
議
事
は
す
べ
て
出
席
者
の
過
半
数
で
定
め

る
ｏ

第
十
一
条
総
会
は
、
毎
年
一
回
会
長
が
招
集
す

、
る
。
た
だ
じ
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と

き
ま
た
は
会
員
十
名
以
上
か
ら
要
求
が
あ

っ
た
と
き
は
、
会
長
は
、
臨
時
に
総
会
を

薮
Ｙ
招
壕
す
る
こ
と
が
で
き
る
９
１
：

四
監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
ｏ

第
九
条
役
員
の
任
期
は
二
年
と
ナ
る
。
但
し
、

再
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
補
欠
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
章
会

議

第
十
条
本
会
の
会
議
は
、
総
会
お
よ
び
理
事
会

２
総
会
お
よ
び
理
事
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総

員
の
半
数
以
上
が
由
席
し
な
け
れ
ば
議
事
を

。
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
○

と
す
る
ｏ
ｈ
ｌ
ｙ

●
の

「
Ｉ
１
１
饅

２
会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
二
条
理
事
会
は
毎
年
一
一
回
以
上
会
長
が
招

集
す
る
。

２
会
長
は
、
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
特
別
の
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
は
、
理
事
会

の
議
を
経
て
、
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
Ｃ

第
四
章
の
二
大
学
運
営
協
議
会

第
十
三
条
の
一
一
本
会
・
に
大
学
運
営
協
議
会
を
置

２
大
学
運
営
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ

い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
章
会

計

第
十
四
条
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収

入
を
も
っ
て
あ
て
る
。

第
十
五
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一

日
に
始
注
Ｄ
翌
年
三
月
一
一
一
十
一
日
で
終
る
。

く
。
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第
十
七
条附

第
十
八
条十附 第
六
章
雑

則

第
十
六
条
こ
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
の
議
を

か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
改
正
は
、
昭
和

事
会
の
議
を
経
て
必
要
を
職
員
を
置
く
と

と
が
で
き
る
○

経
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

曰
か
ら
施
行
す
る
。

本
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
、
理

こ
の
会
則
は
、
昭
和

則剛

ナ
八
年

十
五
年
七
月

月

十
此
八
》
日

、

UＬ
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